
神戸市地域コミュニティ交通導入支援事業補助金交付要綱 

 

      令和 3 年 4 月 1 日 局長決定 

令和 3 年 12 月 1 日    改正 

令和 4 年 5 月 23 日   改正 

令和 5 年 4 月 1 日   改正 

 

（目的）                                                                                            

第１条 本要綱は、神戸市内における地域の実情に応じた持続可能な交通の確保に向け

て、地域住民、運行事業者及び市がそれぞれの役割分担のもと、相互に連携協力

しながら取り組む地域コミュニティ交通の導入にかかる経費について、地方自治

法（昭和22年法律第67号）、地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）、神戸市補

助金等の交付に関する規則（平成27年３月神戸市規則第38号。以下「補助金規

則」という。）に定めがあるもののほか、当該補助金等の交付等に関して必要な事

項を定める。 

 

（対象事業） 

第 2 条 補助対象事業は、次の各号のすべてに該当する運行事業の導入に伴い必要となる

事業で、別表 1に掲げる事業とする。 

(1) 地域の実情に応じた運行として、市が認定した運行事業であること。 

(2) 地域を代表する組織として市が認定した地域組織（以下、「認定地域組織」とい

う。）、地域コミュニティ交通の運行事業者（以下、「運行事業者」という。）及び

市がそれぞれの役割及び責務を定めた覚書を締結した運行事業であること。 

 

（補助条件） 

第 3 条 補助対象者、対象経費及び補助金の額等の補助条件は、別表 1 に掲げる事業につ

いてそれぞれ別表 2に定める補助条件によることとする。 

 

（交付申請） 

第 4 条 補助対象者は、補助金規則第 5 条第 1 項に基づき補助金等の交付を申請するとき

は、次に掲げる書類を、市長に提出しなければならない。また、補助事業完了後に

交付を申請する場合は、補助事業完了後速やかに、次に掲げる書類を、市長に提出

しなければならない。 

(1) 補助金交付申請書（様式第 1 号） 

(2) 別表 2に定める必要書類 

 



（交付の決定） 

第 5 条 市長は、補助金規則第 6 条による補助金の交付決定を行うときは、補助金交付決

定通知書（様式第 2号）により、速やかに補助対象者に通知するものとする。 

2  市長は、補助金規則第 6 条第 3 項による補助金額の交付が不適当である旨の通知

を行うときは、補助金不交付決定通知書（様式第 3 号）をもって速やかに補助対象

者に通知するものとする。 

 

（補助事業の変更等） 

第 6 条 補助対象者は、運行期間の変更など補助金規則第７条第１項第 1 号に掲げる承認

を受けようとするときは補助金交付決定内容変更承認申請書（様式第 4 号）を、同

第２号に掲げる承認を受けようとするときは補助事業中止（廃止）承認申請書（様

式第 5号）を、市長に提出しなければならない。 

2 市長は、前項の申請があったときは、当該申請に係る書類の内容を審査し、承認

することが適当であると認めたときは、その旨を補助金交付決定変更通知書（様式

第 6 号）又は補助事業中止（廃止）承認通知書（様式第 7 号）により、補助対象者

等に通知するものとする。 

 

（実績報告書の提出） 

第 7 条 補助対象者は、補助金規則第 15 条に基づき補助事業の実績を報告しようとすると

きは、次に掲げる書類を当該補助事業の完了後、当該補助事業完了の日（廃止の承

認を受けたときは、次に掲げる書類をその承認を受けた日）から起算して 15 日を

経過した日又は補助金の交付の決定をした会計年度の 3 月 31 日のいずれか早い日

までに、市長まで提出しなければならない。 

(1) 補助事業実績報告書（様式第 8号） 

   (2) 事業の実施状況がわかる書類 

2 市長は、必要があると認めるときは、補助対象者に対し、補助事業の中間実績報

告を求めることができる。 

(1) 補助事業中間実績報告書（様式第 8号） 

(2) 事業の実施状況がわかる書類 

      

（交付額の確定） 

第 8 条 市長は、補助金規則第 16条による補助金の交付額の確定を行ったときは、補助金

額確定通知書（様式第 9 号）により、速やかに補助対象者に通知するものとする。 

 

（補助金の請求） 

第 9 条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書（様式第 10



号）を市長の定める期日までに市長に提出しなければならない。 

2  前項の請求があったときは、市長は速やかに補助金を補助対象者に支払うものと

する。ただし、市長が必要と認める場合は、補助事業者からの補助金概算交付要望

（請求）書（様式第 10号）による請求により交付決定額の範囲内で概算払をするこ

とができる。 

 

（交付決定の取消し） 

第 10 条 市長は、補助金規則第 19 条による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し

たときは、速やかに、その旨を補助金交付決定取消通知書（様式第 11号）により通

知するものとする。 

     2 市長は、前項の規定により補助金等の交付を取り消した場合において、既に補助金

等を交付しているときは、期限を定めて補助金を返還させるものとする。 

 

（その他） 

第 11 条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、都市局長が

別に定める。 

 

 

附 則  

(施行期日) 

1 この要綱は、令和 3年 4月 1 日から施行する。 

(旧要綱の廃止) 

 2 神戸市田園地域における地域コミュニティ交通試験運行支援事業補助金交付要綱（令

和 2年 4月 1 日）は廃止する。 

   神戸市市街地における地域コミュニティ交通試験運行支援事業補助金交付要綱（令和

2 年 4月 1日）は廃止する。 

   神戸市田園地域における地域コミュニティ交通運行支援事業補助金交付要綱（令和 2

年 4月 1 日）は廃止する。 

   神戸市市街地における地域コミュニティ交通運行支援事業補助金交付要綱（令和 2年

4 月 1日）は廃止する。 

神戸市市街地における地域コミュニティ交通車両支援事業補助金交付要綱（令和 2年

4 月 1日）は廃止する。 

神戸市地域コミュニティ交通本格運行立ち上げ支援事業補助金交付要綱（令和 2 年 4

月 1 日）は廃止する。 

神戸市地域コミュニティ交通本格運行に伴う地域組織の自立支援補助金等交付要綱

（令和 2年 4月 1 日）は廃止する。 



附 則 （令和 3年 4月 1 日改正） 

この要領は、令和 3年 4月 1 日から施行する。 

附 則 （令和 3年 12 月 1 日改正） 

この要領は、令和 3年 12 月 1 日から施行し、令和 3 年 4月 1日に遡及して適用する。 

附 則 （令和 4年 5月 23 日改正） 

この要領は、令和 4年 5月 23 日から施行する。 

附 則 （令和 5年 4月 1 日改正） 

（施行期日） 

1 この要領は、令和 5年 4月 1 日から施行する。 

（旧要綱の廃止） 

2 垂水区望海台地域における地域コミュニティ交通（デマンド型乗合タクシー） 

試験運行支援事業補助金交付要綱（令和 5年 1月 24 日）は廃止する。 

3 神戸市公共交通空白地有償運送支援補助金交付要綱（平成 29 年 2 月 14 日）は廃止

する。 

4 神戸市西区学園東町における「お試し運行」補助金等交付要綱（令和 4年 5月 26 日）

は廃止する。 

5 垂水区望海台地域における地域コミュニティ交通（デマンド型乗合タクシー）「お試

し運行」補助金等交付要綱（令和 4年 6月 16 日）は廃止する。 

6 神戸市須磨区西須磨地域における「お試し運行」補助金等交付要綱（令和 4年 12 月

23 日）は廃止する。 

7 神戸市東灘区西岡本地域における「お試し運行」補助金等交付要綱（令和 4年 12 月

23 日）は廃止する。 

8 神戸市中央区東部地域における「お試し運行」補助金等交付要綱（令和 4 年 12 月 26

日）は廃止する。 

 

  



別表１（第 2 条関係） 

運行 

形態 

番 

号 
対象事業 

路
線
定
期
運
行
・
自
家
用
有
償 

１ 試験運行支援事業（田園地域） 

２ 試験運行支援事業（市街地） 

３ 本格運行支援事業（田園地域） 

４ 本格運行支援事業（市街地） 

デ
マ
ン
ド
運
行 

５ 試験運行支援事業（田園地域） 

６ 試験運行支援事業（市街地） 

７ 本格運行支援事業（田園地域） 

８ 本格運行支援事業（市街地） 

 

９ 車両費支援事業（市街地） 

10 立ち上げ等支援事業（交通空白地有償運送以外） 

11 交通空白地有償運送運営立ち上げ支援事業 

12 地域組織の自立支援事業 

13 お試し運行支援事業 

 

 

  



別表 2（第 3 条関係） 

番号 対象事業名 １ 試験運行支援事業（田園地域） 

運行形態 路線定期運行・自家用有償 

補
助
条
件 

補助対象者 運行事業者 

補助金の額 

及び対象経費 

補助金の額は、予算の範囲内で、試験運行を実施するにあたって要

した経費のうち、次に掲げる経費から収入を差し引いた額と補助

限度額のいずれか少ない額とする。 

(1) 試験運行を実施した際の運行経費 

(2) 試験運行期間中の車両（減価償却）費 

(3) バス停及び待機場の設置費及びそれに伴う工事費 

(4) 車体表示及び車両サイン、音声合成作成にかかる経費 

(5) 時刻表の作成費 

(6) 利用促進の効果がある事業に係る経費 

(7) その他市長が特に必要と認める経費 

 
補助限度額 補助限度額は、運行形態、試験運行期間に応じて次のとおりとす

る。ただし、１３．お試し運行支援事業を活用した場合は、１３．

お試し運行支援事業の補助額を差し引くこととする。 

 

 

運行形態 試験運行期間 

車両 車両数 ～3 か月間 ～6 か月間 

タクシー車両 1 台 3,800 千円 4,200 千円 

タクシー車両 2 台 5,550 千円 7,400 千円 

バス車両 1 台 6,400 千円 9,000 千円 

その他の条件 次に掲げるすべてに該当する運行であること。 

(1) 地域の生活交通の確保を図る運行事業であること。 

(2) 道路運送法の許可、登録を得た運行事業であること。 

 

必要書類 (1) 試験運行事業計画書（田園地域） 

(2) その他市長が特に必要と認めるもの 

 

 

 

  



別表 2（第 3 条関係） 

番号 対象事業名 ２ 試験運行支援事業（市街地） 

運行形態 路線定期運行・自家用有償 

補
助
条
件 

補助対象者 運行事業者 

補助金の額 

及び対象経費 

補助金の額は、予算の範囲内で、試験運行を実施するにあたって要

した経費のうち、次に掲げる経費から収入を差し引いた額と補助

限度額のいずれか少ない額とする。 

(1) 試験運行を実施した際の運行経費 

(2) 試験運行期間中の車両（減価償却）費 

(3) バス停及び待機場の設置費及びそれに伴う工事費 

(4) 車体表示及び車両サイン、音声合成作成にかかる経費 

(5) 時刻表の作成費 

(6) 利用促進の効果がある事業に係る経費 

(7) その他市長が特に必要と認める経費 

 
補助限度額 補助限度額は、運行形態、試験運行期間に応じて次のとおりとす

る。ただし、１３．お試し運行支援事業を活用した場合は、１３．

お試し運行支援事業の補助額を差し引くこととする。 

 

 

運行形態 試験運行期間 

車両 車両数 ～3 か月間 ～6 か月間 

タクシー車両 1 台 3,450 千円 2,800 千円 

タクシー車両 2 台 4,850 千円 4,600 千円 

バス車両 1 台 5,650 千円 6,000 千円 

バス車両 2 台 9,250 千円 11,000 千円 

その他の条件 次に掲げるすべてに該当する運行であること。 

(1) 地域の生活交通の確保を図る運行事業であること。 

(2) 道路運送法の許可、登録を得た運行事業であること。 

 

必要書類 (1) 試験運行事業計画書（市街地） 

(2) その他市長が特に必要と認めるもの 

 

 

  



別表 2（第 3 条関係） 

番号 対象事業名 ３ 本格運行支援事業（田園地域） 

運行形態 路線定期運行・自家用有償 

補
助
条
件 

補助対象者 運行事業者 

補助金の額 

及び対象経費 

１．運行経費等 

運行経費等に対する補助金の額は、予算の範囲内で、本格運行を実

施するにあたって要した経費のうち、次に掲げる経費から収入を

差し引いた額と補助限度額のいずれか少ない額とする。 

(1) 本格運行を実施した際の運行経費 

(2) バス停及び待機場の設置費及びそれに伴う工事費 

(3) 車体表示及び車両サイン、音声合成作成にかかる経費 

(4) 時刻表の作成費 

(5) 利用促進の効果がある事業に係る経費 

(6) その他市長が特に必要と認める経費 

２．運行車両の購入、減価償却又は賃貸借に要する経費 

運行車両の購入、減価償却又は賃貸借に要する経費に対する補助

金の額は、予算の範囲内で、経費の全額とする。 

 
補助限度額 運行経費等に対する補助限度額は、対象経費の 75％とする。 

 

その他の条件 次に掲げるすべてに該当する運行であること。 

(1) 地域の生活交通の確保を図る運行事業であること。 

(2) 道路運送法第 4条第 1 項の許可、又は第 79 条の登録を得た運

行事業であること。 

(3) 対象経費から収入を差し引いた額が補助限度額を 3年連続上 

回らない運行事業であること。 

 

必要書類 (1) 本格運行事業計画書（田園地域） 

(2) その他市長が特に必要と認めるもの 

 

 

  



別表 2（第 3 条関係） 

番号 対象事業名 ４ 本格運行支援事業（市街地） 

運行形態 路線定期運行・自家用有償 

補
助
条
件 

補助対象者 運行事業者 

補助金の額 

及び対象経費 

補助金の額は、予算の範囲内で、本格運行を実施するにあたって要

した経費のうち、次に掲げる経費から収入を差し引いた額と補助

限度額のいずれか少ない額とする。 

(1) 本格運行を実施した際の運行経費 

(2) バス停及び待機場の設置費及びそれに伴う工事費 

(3) 車体表示及び車両サイン、音声合成作成にかかる経費 

(4) 時刻表の作成費 

(5) 利用促進の効果がある事業に係る経費 

(6) その他市長が特に必要と認める経費 

 
補助限度額 補助限度額は、乗って支える目標と選定する運行形態に応じて次

のとおりとする。 

乗って支える目標

（人／日） 

適正な運行形態 
補助限度額 

車両 車両数 

40～120 タクシー車両 1 台 3,500 千円 

80～240 タクシー車両 2 台 7,000 千円 

125～250 ミニバス車両 1 台 7,500 千円 

  

その他の条件 次に掲げるすべてに該当する運行であること。 

(1) 地域の生活交通の確保を図る運行事業であること。 

(2) 道路運送法第 4条第 1 項の許可を得た運行事業であること。 

(3) 収入が運行経費の 5 割を 3 年連続下回らない運行事業である

こと 

必要書類 (1) 本格運行事業計画書（市街地） 

(2) その他市長が特に必要と認めるもの 

 

 

 

  



別表 2（第 3 条関係） 

番号 対象事業名 ５ 試験運行支援事業（田園地域） 

運行形態 デマンド運行 

補
助
条
件 

補助対象者 運行事業者 

補助金の額 

及び対象経費 

補助金の額は、予算の範囲内で、試験運行を実施するにあたって要

した経費のうち、次に掲げる経費から収入を差し引いた額と補助

限度額のいずれか少ない額とする。 

 

(1) 試験運行を実施した際の運行経費※ 

  ※下記の算出式に基づいて得られたものとする 

(2) バス停及び待機場の設置費及びそれに伴う工事費 

(3) 車体表示及び車両サイン、音声合成作成にかかる経費 

(4) 時刻表の作成費 

(5) 利用促進の効果がある事業に係る経費 

(6) その他市長が特に必要と認める経費 

 

【算出式】 

 運行経費＝運行単価※×試験運行期間中の実績運行回数 

 

※運行単価 

試験運行事業計画書に記載された 1運行あたりの運行経費 

 

補助限度額 補助限度額は、試験運行期間に応じて次のとおりとする。ただし、

１３．お試し運行支援事業を活用した場合は、１３．お試し運行支

援事業の補助額を差し引くこととする。 

 

試験運行期間 補助限度額 

～3 か月間 2,350 千円 

～6 か月間 3,150 千円 
 

その他の条件 次に掲げるすべてに該当する運行であること。 

(1) 地域の生活交通の確保を図る運行事業であること。 

(2) 道路運送法の許可、登録を得た運行事業であること。 

必要書類 (1) 試験運行事業計画書（田園地域） 

(2) その他市長が特に必要と認めるもの 

 



別表 2（第 3 条関係） 

番号 対象事業名 ６ 試験運行支援事業（市街地） 

運行形態 デマンド運行 

補
助
条
件 

補助対象者 運行事業者 

補助金の額 

及び対象経費 

補助金の額は、予算の範囲内で、試験運行を実施するにあたって要

した経費のうち、次に掲げる経費から収入を差し引いた額と補助

限度額のいずれか少ない額とする。 

 

(1) 試験運行を実施した際の運行経費※ 

  ※下記の算出式に基づいて得られたものとする 

(2) バス停及び待機場の設置費及びそれに伴う工事費 

(3) 車体表示及び車両サイン、音声合成作成にかかる経費 

(4) 時刻表の作成費 

(5) 利用促進の効果がある事業に係る経費 

(6) その他市長が特に必要と認める経費 

 

【算出式】 

 運行経費＝運行単価※×試験運行期間中の実績運行回数 

 

※運行単価 

試験運行事業計画書に記載された 1運行あたりの運行経費 

 

補助限度額 補助限度額は、試験運行期間に応じて次のとおりとする。ただし、

１３．お試し運行支援事業を活用した場合は、１３．お試し運行支

援事業の補助額を差し引くこととする。 

 

試験運行期間 補助限度額 

～3 か月間 1,900 千円 

～6 か月間 2,250 千円 
 

その他の条件 次に掲げるすべてに該当する運行であること。 

(1) 地域の生活交通の確保を図る運行事業であること。 

(2) 道路運送法の許可、登録を得た運行事業であること。 

必要書類 (1) 試験運行事業計画書（市街地） 

(2) その他市長が特に必要と認めるもの 

 



別表 2（第 3 条関係） 

番号 対象事業名 ７ 本格運行支援事業（田園地域） 

運行形態 デマンド運行 

補
助
条
件 

補助対象者 運行事業者 

補助金の額 

及び対象経費 

補助金の額は、予算の範囲内で、本格運行を実施するにあたって要

した経費のうち、次に掲げる経費から収入を差し引いた額と補助

限度額のいずれか少ない額とする。 

 

(1) 本格運行を実施した際の運行経費※ 

  ※下記の算出式に基づいて得られたものとする 

(2) バス停及び待機場の設置費及びそれに伴う工事費 

(3) 車体表示及び車両サイン、音声合成作成にかかる経費 

(4) 時刻表の作成費 

(5) 利用促進の効果がある事業に係る経費 

(6) その他市長が特に必要と認める経費 

 

【算出式】 

 運行経費＝運行単価※×年間の実績運行回数 

 

※運行単価 

本格運行事業計画書に記載された 1運行あたりの運行経費 

 

補助限度額 補助限度額は、5,250 千円とする。 

 

その他の条件 次に掲げるすべてに該当する運行であること。 

(1) 地域の生活交通の確保を図る運行事業であること。 

(2) 道路運送法の許可、登録を得た運行事業であること。 

(3) 乗合率及び利用者数のいずれかが、下記算出式により得られ

る値を 3 年連続下回らない運行事業であること。 

（算出式） 

乗合率 ：運行毎の最大補助額／1,200 

  利用者数：運行日数×運行毎の最大補助額／1,200 

 

必要書類 (1) 本格運行事業計画書（田園地域） 

(2) その他市長が特に必要と認めるもの 

  



別表 2（第 3 条関係） 

番号 対象事業名 ８ 本格運行支援事業（市街地） 

運行形態 デマンド運行 

補
助
条
件 

補助対象者 運行事業者 

補助金の額 

及び対象経費 

補助金の額は、予算の範囲内で、本格運行を実施するにあたって要

した経費のうち、次に掲げる経費から収入を差し引いた額と補助

限度額のいずれか少ない額とする。 

 

(1) 本格運行を実施した際の運行経費※ 

  ※下記の算出式に基づいて得られたものとする 

(2) バス停及び待機場の設置費及びそれに伴う工事費 

(3) 車体表示及び車両サイン、音声合成作成にかかる経費 

(4) 時刻表の作成費 

(5) 利用促進の効果がある事業に係る経費 

(6) その他市長が特に必要と認める経費 

 

（算出式） 

 運行経費＝運行単価※×年間の実績運行回数 

 

※運行単価 

本格運行事業計画書に記載された 1運行あたりの運行経費 

 

補助限度額 補助限度額は、3,500 千円とする。 

 

その他の条件 次に掲げるすべてに該当する運行であること。 

(1) 地域の生活交通の確保を図る運行事業であること。 

(2) 道路運送法の許可、登録を得た運行事業であること。 

(3) 乗合率及び利用者数のいずれかが、下記算出式により得られ

る値を 3 年連続下回らない運行事業であること。 

（算出式） 

乗合率 ：運行毎の最大補助額／360 

  利用者数：運行日数×運行毎の最大補助額／360 

 

必要書類 (1) 本格運行事業計画書（市街地） 

(2) その他市長が特に必要と認めるもの 

  



別表 2（第 3 条関係） 

番号 対象事業名 ９ 車両費支援事業（市街地） 

補
助
条
件 

補助対象者 運行事業者 

補助金の額 

及び対象経費 

(1) 本格運行の開始に伴う場合 

補助金の額は、予算の範囲内で、前年度までの試験運行事業に伴い

購入等を行ったもので、引き続き、本格運行に使用する車両の減価

償却に該当する額で、次式で算出される額と補助限度額のいずれ

か少ない額とする。 

（算出式） 

車両の購入及び改造等に要した経費×本格運行開始時における車

両の残耐用年数※/5  

※残耐用年数が 3 年を上回る場合は 3 とする。 

 

(2) 本格運行開始後、車両を更新する場合 

補助金の額は、予算の範囲内で、本格運行を実施するにあたって要

する経費のうち、次に掲げる経費の 3/5 に相当する額と補助限度

額のいずれか少ない額とする。 

(ア)車両の購入及び改造等に要する経費 

(イ)その他市長が特に必要と認める経費 

 
補助限度額 補助限度額は、12,000 千円とする。 

 

その他の条件 (1) 本格運行の開始に伴う場合であって、次に掲げるすべてに 

該当すること。 

ア 補助対象者が所有する車両での対応が困難である運行事

業であること。 

(2) 本格運行開始後、運行事業の変更に伴い車両更新する場合で 

あって、次に掲げるすべてに該当すること。 

ア 本格運行開始後、運賃収入のみで運行経費が賄えていな         

い運行事業であること。 

  イ 補助対象者が所有する車両での対応が困難である運行事

業であること。 

(3) 交付を受けた会計年度を含め、最低 3 年以上の期間は、当該 

地域コミュニティ交通を継続すること。 

(4) 次に掲げる取得財産の管理等について同意すること。 

  ア 補助対象者は、補助金により取得した財産（以下「取得財



産」という。）について、善良な管理者の注意をもって管

理しなければならない。 

  イ 車両の耐用年数は、原則 5 年とする。ただし、補助対象者

は、耐用の実態に鑑み、5年以上の期間、できる限り長く

使用できるよう、車両の適切な管理・運用に努めなければ

ならない。 

  ウ 補助対象者は、前項に定める車両の耐用年数を満了する

までは、市長の承認を得ずに、取得財産をこの補助金の交

付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付

し、又は担保に供してはならない。 

  エ 補助対象者は、前項の処分をしようとするときは、あらか

じめ、財産処分承認申請書（様式第 13 号）を市長に提出

し、その承認を受けなければならない。 

  オ 市長は、前項の承認をしようとする場合において、交付し

た補助金のうち前項の処分時から財産処分制限期間が経

過するまでの期間に相当する分を原則として返還させる

とともに、当該処分により補助対象者に利益が生じたと

きは、交付した補助金の範囲内でその利益の全部又は一

部を市に納付させることができるものとする。 

 

必要書類 (1) 補助金の交付の対象となる経費の算出根拠を示す契約書、見 

積書、仕様書等 

(2) 車両の取得に係る目的・必要性・効果等を示す計画書 

(3) 本格運行開始後における事業年度毎の地域コミュニティ交通 

に関する収支状況を示す書類 （本格運行後 5 年以上経過し

ている場合は、直近 5 年分を提出すること） 

(4) その他市長が特に必要と認めるもの 

 

 

 

 

 

  



別表 2（第 3 条関係） 

番号 対象事業名 10 立ち上げ等支援事業（交通空白地有償運送以外） 

補
助
条
件 

補助対象者 運行事業者 

補助金の額 

及び対象経費 

補助金の額は、予算の範囲内で、次に掲げる経費に相当する額と補

助限度額のいずれか少ない額とする。 

【立ち上げ支援】 

(1) バス停留所標識本体及び設置工事に要する経費（ただし、 

道路占用料は除く） 

(2) 車体表示及び車両サイン、音声合成作成にかかる経費 

(3) 運輸局申請に要する諸経費 

(4) その他市長が特に必要と認める経費 

※(1)の補助対象バス停留所箇所数は、次の式で算出されるもの

を上限とする。 

補助対象バス停留所箇所数≦路線延長(m)÷600(m)×2―既存

のバス停留所箇所数 

 

【試験運行に係る整備の復旧支援（地域コミュニティ交通導入事

業で整備した内容が、試験運行後、不要となった場合）】 

(1) 停留所の撤去、道路復旧に要する経費 

(2) その他市長が特に必要と認める経費 

 

補助限度額 【立ち上げ支援】 

・対象経費(1)のバス停留所１箇所あたりの補助限度額は、600 千

円とする。 

・対象経費(2)から(4)の補助限度額は、合わせて 250 千円とする。 

【試験運行に係る整備の復旧支援】 

・対象経費(1)のバス停留所１箇所あたりの補助限度額は、60千円

とする。 

・対象経費(2)の補助限度額は、100 千円とする。 

 

その他の条件 【立ち上げ支援】 

(1) 本格運行の開始に伴い必要となる事業であること。 

(2) 次に掲げる取得財産の管理等について同意すること。 

  ア 補助対象者は、補助金により取得した財産（以下「取得財

産」という。）について、善良な管理者の注意をもって管

理しなければならない。 



  イ 補助対象者は、補助金の交付を受けた年度終了後５年間

は、市長の承認を得ずに、取得財産を補助金の交付の目的

に反して使用し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け又は担

保に供してはならない。本格運行を休止しようとする場

合においても同様とする。ただし、劣化が激しい場合や安

全性を脅かす可能性がある場合は、この限りではない。 

ウ 補助対象者は、前項の処分をしようとするときは、あらか

じめ、財産処分承認申請書（様式第 14 号）を市長に提出

し、その承認を受けなければならない。 

  エ 市長は、前項の承認をしようとする場合において、交付し

た補助金のうち、前項の処分時から補助金の交付を受け

た年度終了後５年が経過するまでの期間に相当する分を

原則として返還させるとともに、当該処分により補助対

象者に利益が生じたときは、交付した補助金の範囲内で

その利益の全部又は一部を市に納付させることができる

ものとする。 

 

必要書類 (1) 本格運行事業計画書（田園地域又は市街地） 

(2) その他市長が特に必要と認めるもの 

 

 

  



別表 2（第 3 条関係） 

対象事業名 11 交通空白地有償運送運営立ち上げ支援事業 

補
助
条
件 

補助対象者 道路運送法施行規則第 48条に掲げる者 

補助金の額 

及び対象経費 

補助金の額は、予算の範囲内で、他の団体等から補助を受けてい

ない次に掲げる経費に相当する額と補助限度額のいずれか少ない

額とする。 

(1)認定講習受講費 

(2)自動車保険加入費 

(3)車体表示作成費 

(4)運転者証作成費 

(5)停留所表示作成費（停留所 1か所当たり 10,000 円を限度とす

る） 

(6)運行管理体制の整備に必要な帳簿、印鑑類 

(7)運輸局申請に要する諸経費 

(8)デマンド運行・予約管理システム関係経費 

(9)その他運行の立ち上げ、実証実験に必要と市長が認める経費 

 

補助限度額 補助限度額は、1,000 千円とする。 

 

その他の条件 （1）自家用有償旅客運送の立ち上げに伴い必要となる事業であ

ること。 

（2）次に掲げる取得財産の管理等について同意すること。 

   ア 補助対象者は、補助金により取得した財産（以下「取

得財産」という。）について、善良な管理者の注意を

もって管理しなければならない。 

   イ 補助対象者は、補助金の交付を受けた年度終了後５年

間は、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用

し、譲渡し、交換し、廃棄し、貸付け又は担保に供し

てはならない。運行を休止しようとする場合において

も同様とする。ただし、劣化が激しい場合や安全性を

脅かす可能性がある場合は、この限りではない。 

 

必要書類 (1) 本格運行事業計画書（自家用有償） 

又は、試験運行事業計画書（自家用有償） 

(2) その他市長が特に必要と認めるもの 

  



別表 2（第 3 条関係） 

番号 対象事業名 12 地域組織の自立支援事業 

補
助
条
件 

補助対象者 認定地域組織 

補助金の額 

及び対象経費 

補助金の額は、予算の範囲内で、地域組織の運営及び地域コミュニ

ティ交通の利用促進を実施するにあたって要する経費のうち、次

に掲げるものとする。 

(1) 総会、定例会等の組織運営のために必要な会議室等の借り上 

げ料、資料の作成及び印刷に要する費用 

(2) 広報紙、パンフレット等の作成及び印刷並びに頒布に要する 

費用 

(3) 講演会、研修会等の開催に伴う会場使用量及び講師の謝礼に 

要する費用 

(4) 事務連絡等の通信に要する費用 

(5) 団体の運営に必要な事務に要する費用 

(6) コミュニティバスの利用促進に要する費用。ただし、運行経 

費への直接的な補填金は補助対象としない。 

(7) その他市長が特に必要と認める費用 

 
補助限度額 補助限度額は、350 千円とする。 

ただし、事業が年度をまたがって実施される場合にあっては、その

合計が補助限度額を超えないこと。 

その他の条件 (1) 本格運行の開始年度又はその翌年度に行う事業に限り、その

期間は 1 年を超えないものとする。 

(2) 次に掲げる取得財産の管理等について同意すること。 

  ア 補助対象者は、補助金により取得した財産（以下「取得財

産」という。）について、善良な管理者の注意をもって管

理しなければならない。 

  イ 補助対象者は、補助金の交付を受けた年度終了後５年間

は、取得財産を補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡

し、交換し、廃棄し、貸付け又は担保に供してはならない。

本格運行を休止しようとする場合においても同様とす

る。ただし、劣化が激しい場合や安全性を脅かす可能性が

ある場合は、この限りではない。 

必要書類 (1) 本格運行事業計画書（田園地域又は市街地） 

(2) その他市長が特に必要と認めるもの 

  



別表 2（第 3 条関係） 

番号 対象事業名 13 お試し運行支援事業 

補
助
条
件 

補助対象者 運行事業者 

補助金の額 

及び対象経費 

補助金の額は、予算の範囲内で、次に掲げる経費に相当する額とす

る。 

(1) 利用者運賃補填額 

対象期間※1 の利用者数に応じた運賃収入に該当する額で、次式で

算出される額とする。 

（算出式） 

＝大人運賃※2×実績利用者数（大人)※3 

＋小児運賃※4×実績利用者数（小児)※5 

※1 試験運行事業の実施期間のうち、運行開始日からその月末の運

行日まで 

※2 試験運行事業計画書における設定運賃（大人） 

※3 利用者実態調査の結果のうち、大人区分の利用者数 

※4 試験運行事業計画書における設定運賃（小児） 

※5 利用者実態調査の結果のうち、小児区分の利用者数 

 

(2) その他の経費 

 (ア)利用者実態調査費 

 (イ)その他必要と認められる経費 

 

その他の条件 (1) 対象期間中は、全利用者運賃無料とすること。 

(2) 利用者実態調査を実施すること。 

利用者数を「お試し運行」利用実績報告書（別添様式第 1 号）

として提出すること。また、利用者に対してアンケート調査を

実施し、その集計結果を提出すること。 

なお、利用者実態調査の実施にあたっては、本市担当職員と十

分に協議すること。 

 

必要書類 (1) 「お試し運行」事業計画書（別添様式第 2 号） 

(2) その他市長が特に必要と認めるもの 

  



（別添様式第 1号） 

「お試し運行」利用実績報告書 

日程 

実績利用者数 利用者運賃補填額 

大人 

敬老優待/福祉乗車 

制度対象者含む 

小児 

大人 

敬老優待/福祉乗車 

制度対象者含む 

小児 計 

 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 
 人 人 円 円 円 

合計 人 人 円 円 円 



（別添様式第 2号） 

「お試し運行」事業計画書 

 

１．お試し運行の対象期間／運行日数 

  令和〇年〇月〇日～令和〇年〇月〇日／〇日間 

 

２．事業費 

 

 

３．利用者実態調査の概要 

  （１）利用者を対象としたアンケート調査 

      

 

  （２）利用者数の調査方法 

      

  

科 目 経 費 摘 要 

利用者運賃補填額  
円（運賃）× 人／日（乗って支

える目標）× 日間（運行日数） 

そ
の
他
の
経
費 

利用者実態調査   

   

   

   

計   



様式第 1 号（第 4 条関係） 

 

補 助 金 交 付 申 請 書 

 

令和 年 月 日 

神 戸 市 長            宛 

住  所           

会 社 名           

代表者名           

 

下記補助金の交付について、申請します。 

 

記 

 

補助事業の名称  

対象事業  

補助事業の期間 

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

なお、運行期間については、 

令和 年 月 日から令和 年 月 日までを

予定 

交 付 申 請 額 円      

添 付 書 類  

 

 

 



収 支 予 算 書 

１ 収入の部 

科   目 予 算 額 摘   要 

   

   

   

   

計   

 

２ 支出の部 

科   目 予 算 額 摘   要 

   

   

   

   

   

   

計   

（注）収支の計は、それぞれ一致する。



 

様式第2号（第5条関係） 

 

補助金交付決定通知書 

（ 公 印 省 略 ） 

第      号 

令和 年 月  日 

  

 様  

神戸市長         

 

令和 年 月 日付 第 号で申請のあった下記事業については、次のとおり交付

することに決定したので通知します。 

 

記 

 

補助事業の名称  

補助金の交付対象事業 

及びその内容等 
上記補助事業等交付申請書に記載のとおり 

交付決定額 円      

交付の条件 

・補助対象者は、補助金規則及び神戸市地域コミ

ュニティ交通導入支援事業補助金交付要綱に

従うこと。 

 

・上記のほか、補助事業の実施に際してその内容

等に変更等が生じた場合は、すみやかに市長に

報告するとともに必要な手続きを行うこと。 

 

 



 

様式第 3 号（第 5 条関係） 

 

補助金不交付決定通知書 

（ 公 印 省 略 ） 

第      号 

令和 年 月 日 

 

   様 

 

神戸市長         

 

令和  年  月  日付  第   号で申請のあった事業については、下記の

理由により不交付とすることに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 不交付とした理由 

 

 

 

 

 

 



 

 

様式第4号（第6条関係） 

 

補助金交付決定内容変更承認申請書 

 

令和  年  月 

神 戸 市 長            宛 

住  所           

会 社 名           

代表者名           

 

令和 年 月 日付   第 号をもって交付決定のあった下記事業について、次

のとおり交付決定の内容を変更したいので、承認願いたく申請します。 

記 

補助事業の名称  

変更の理由・内容  

補助事業の期間 

(令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

なお、運行期間については、 

令和 年 月 日から令和 年 月 日までを

予定) 

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

なお、運行期間については、 

令和  年  月  日から令和  年  月  日まで

を予定 

交 付 申 請 額 
（     円） 

     円 

添 付 書 類  

（注）表中、変更前の期間・金額は上段に（ ）書き、変更後の期間・金額は下段に記入する。 



 

収 支 予 算 書 

１ 収入の部 

科   目 予 算 額 摘   要 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

計 
（     円） 

     円 
 

 

２ 支出の部 

科   目 予 算 額 摘   要 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

計 
（     円） 

     円 
 

(注)１ 収支の計は、それぞれ一致する。 

２ 表中、変更前の金額は上段に（ ）書き、変更後の金額は下段に記入する。 

  



 

様式第5号（第6条関係） 

 

補助事業中止（廃止）承認申請書 

 

令和 年 月 日 

神 戸 市 長             宛 

住  所           

会 社 名           

代表者名           

 

令和  年  月  日付  第   号をもって交付決定のあった下記事業につ

いて、次のとおり中止（廃止）したいので、承認願いたく申請します。 

 

記 

 

補助事業の名称  

中止（廃止）の理由 

 

中止（廃止）の期日（期間） 
令和 年 月 日（から令和 年 月 日までの

間） 

 

 



 

様式第6号（第6条関係） 

 

補助金交付決定変更通知書 

（ 公 印 省 略 ） 

第      号 

令和 年 月 日 

 

   様 

 

神戸市長         

 

令和  年  月  日付  第   号で変更申請のあった下記事業について、

次のとおり承認することに決定したので通知します。 

 

記 

 

補助事業の名称  

補助金の交付対象事業 

及びその内容等 

上記補助金等交付決定内容変更承認申請書に記載の

とおり 

変更交付決定額 円   

補助事業の期間 

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

なお、運行期間については、 

令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

交付の条件 

・本表第２項の交付決定内容変更承認申請書に記載

の内容のほか、当初の交付決定通知書（令和  年  

月  日付第  号）の表第４項「交付の条件」の

とおりとする。 



 

様式第7号（第6条関係） 

 

補助事業中止（廃止）承認通知書 

（ 公 印 省 略 ） 

第      号 

令和 年 月 日 

 

   様 

 

神戸市長                

 

令和  年  月  日付  第   号で中止（廃止）申請のあった下記事業に

ついて、次のとおり承認することに決定したので通知します。 

 

記 

 

補助事業の名称  

交付決定日・番号 令和  年  月  日付  第   号 

中止（廃止）の期日（期間） 
令和 年 月 日（から令和 年 月 日までの

間） 

 



 

様式第8号（第7条関係） 

 

補助事業（実績・中間実績）報告書 

 

令和 年 月 日 

神 戸 市 長            宛 

住  所           

会 社 名           

代表者名           

 

令和  年  月  日付  第   号で交付決定のあった下記事業について、

その実績を報告します。 

記 

 

補助事業の名称  

補助事業の期間 

令和 年 月 日から令和 年 月 日まで 

なお、運行期間については、 

令和  年  月  日から令和  年  月  日まで 

補 助 金 の 額 
（      円）    

円     

添 付 書 類 
・事業の実施状況がわかる書類 

・補助事業等に係る収支決算書 

（注）交付決定内容を上段に（ ）書き、実績を下段に記入する。 

 



 

収 支 決 算 書 

１ 収入の部 

科   目 決 算 額 摘   要 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

計 
（     円） 

     円 
 

 

２ 支出の部 

科   目 予 算 額 摘   要 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

 
（     円） 

     円 
 

計 
（     円） 

     円 
 

(注)１ 収支の計は、それぞれ一致する。 

２ 表中、変更前の金額は上段に（ ）書き、変更後の金額は下段に記入する。



 

様式第9号（第8条関係） 

 

補 助 金 額 確 定 通 知 書 

（ 公 印 省 略 ） 

第      号 

令和 年 月 日 

 

   様 

 

神戸市長        

 

令和 年 月 日付 第   号で交付決定のあった下記事業について、補助金の額

を確定したので通知します。 

 

記 

 

補助事業の名称  

補助金の確定額 円      

特 記 事 項  

 

 



 

様式第10号（第9条関係） 

 

（補助金・補助金概算払）請求書 

 

請 求 金 額 円  

補助事業の名称  

 

上記のとおり、補助金を交付されたく請求します。 

令和  年  月  日 

神 戸 市 長              宛 

 

住  所           

会 社 名           

代表者名           

（添付書類） 

 

 

 

・振込先口座 

金 融 機 関 名    銀行   支店 

預 金 種 目 １．普通 ２．当座 その他（       ） 

口 座 番 号  

口 座 名 義  

（注）口座名義は、補助対象者と同一の名義であること。 

口座名義が異なる口座への振込となる場合は、補助金受領委任状（様式第12号） 

を提出すること。 



 

様式第11号（第10条関係） 

 

補助金交付決定取消通知書 

（ 公 印 省 略 ） 

第      号 

令和 年 月 日 

 

  様 

 

神 戸 市 長                

 

令和  年  月  日付  第   号で交付決定した下記事業については、次

のとおり交付決定を取消したので通知します。 

 

記 

 

補助事業の名称  

補助金の額 円   

取消しの理由 

 

 

 

 

 

 



 

様式第12号 

 

受 領 委 任 状 

 

令和  年  月  日 

神 戸 市 長   宛 

 

（委任者）住  所          

会 社 名          

代表者名        印 

 

私は、下記１受任者を代理人と定め、下記２の補助金等に係る下記３の金額の受領

を委任します。 

記 

１．受任者 

住    所  印 

団  体  名  

代 表 者 名  

２．補助事業等の名称 

 

３．受領委任する金額 

金            円 

４．振込先口座 

金 融 機 関 名    銀行   支店 

預 金 種 目 １．普通 ２．当座 その他（       ） 

口 座 番 号  

口 座 名 義  



 

様式第 13号 

 

財 産 処 分 承 認 申 請 書  

 

令和  年  月  日 

神 戸 市 長  宛 

 

（申請者）住  所          

会 社 名          

代表者名          

 

令和  年  月  日付  第   号をもって補助金の額の確定通知を受けた補助

事業に関する財産処分について、神戸市地域コミュニティ交通導入支援事業補助金等交付

要綱第 3 条の規定に基づき、下記のとおり承認を申請します。 

 

記 

 

１．処分しようとする財産及びその理由 

財産の名称 

（メーカ名・車名） 
型 式 

自動車登録番号 

又は 

車両番号 

車台番号 

 

 

   

処分の方法（ 該当項目に○ をつける） 処分の理由 

1 売却（下取り等）   2 譲渡   3 抹消 

 4 その他（                           ） 

 

 

 

 

２．処分の条件（該当項目に○をつける。その他の場合には条件を記入） 

(1) 補助金の一部を返納します。   返納額 金            円 

    

(2) その他（                               ） 

  



 

様式第 14号 

 

財 産 処 分 承 認 申 請 書  

 

令和  年  月  日 

神 戸 市 長  宛 

 

（申請者）住  所          

会 社 名          

代表者名          

 

令和  年  月  日付  第   号をもって補助金の額の確定通知を受けた補助

事業に関する財産処分について、神戸市地域コミュニティ交通導入支援事業補助金等交付

要綱第 3 条の規定に基づき、下記のとおり承認を申請します。 

 

記 

 

１．処分しようとする財産及びその理由 

財産の名称 
（停留所名） 

・●●● 
・●●● 

処分の方法（ 該当項目に○ をつける） 処分の理由 

1 売却（下取り等）   2 譲渡   3 抹消 
 4 その他（                           ） 

 
 
 

 

２．処分の条件（該当項目に○をつける。その他の場合には条件を記入） 

(1) 補助金の一部を返納します。   返納額 金            円 

    

(2) その他（                               ） 

 

 


